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＜審議の経過＞
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平成２６年 ６月 高等学校教育部会「審議まとめ」とりまとめ
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中央教育審議会初等中等教育分科会高等学校教育部会
審議まとめ（平成２６年６月）概要①

～高校教育の質の確保・向上に向けて～

１．高校教育をめぐる現状とこれまでの取組

◆高校教育の質の確保
・公的な制度・仕組み（設置基準、設置認可、学校評価、学習指導要領、単位認定・卒業認定）
・自主的な取組（地方公共団体等による学力調査、校長会による標準テストや検定試験等の活用）

◆多様なニーズへの対応
・高校教育改革の推進（単位制高等学校の導入・拡大、総合学科の創設、中高一貫教育の制度化 等）
・不登校生徒や中退者、特別な支援を必要とする生徒への対応（教育相談の充実 等）
・スーパーサイエンスハイスクールなどを通じた先進的な教育を受ける機会の提供

◆生徒を取り巻く状況の変化
○生徒の多様化

・高等学校等への進学率：９８．４％→能力、適性、興味・関心、進路希望等が多様化
○基礎学力の不足と学習意欲の低さ

・平日､学校の授業時間以外に全く又はほとんど勉強していない者：高校３年生の約４割
・義務教育段階の学習内容を十分に身に付けていない生徒の存在
・補習授業を実施している大学数：３４７校（全体の４７％）

○大学入試の選抜機能の低下
・入学定員を充足できない私立大学の割合：４０％
・学力検査を伴う大学の一般入試による入学者の割合：５６％

◆学校・学科や教育課程の変化
○普通科の増加と専門学科の減少

（昭和３０年代：普通科６割、専門学科４割 → 現在：普通科７割、専門学科２割）
○少子化の進展に伴う高校再編への対応

高校教育の質の確保と多様な生徒の学習形態や進路希望への対応の要請

＜現状＞

＜これまでの取組＞
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２．高校教育の質の確保・向上に関する課題・基本的考え方

◆全ての生徒が共通に身に付けるべき資質・能力の育成＜共通性の確保＞
○全ての生徒が身に付ける資質・能力「コア」の把握・評価の必要性

＜「コア」を構成する資質・能力の重要な柱＞
・社会・職業への円滑な移行に必要な力
・市民性（市民社会に関する知識理解、社会の一員として参画し貢献する意識など）

～高校教育としての共通性を確保するとともに､多様な学習ニーズへのきめ細やかな対応が必要～

中央教育審議会初等中等教育分科会高等学校教育部会
審議まとめ（平成２６年６月）概要②

～高校教育の質の確保・向上に向けて～

◆多様な学習ニーズへのきめ細やかな対応＜多様化への対応＞
○各学科・課程等における対応

・普通科（進路意識の向上や、キャリア・職業教育など学校から社会への円滑な移行推進）
・専門学科（社会のニーズに応じた実践的な職業教育推進、高等教育との接続・連携）
・総合学科（中学校教職員・保護者の認知度向上）
・定時制・通信制課程（学び直しや教育相談、進路指導等の充実、学校外機関との連携促進）
・特別支援教育（各地域・学校の実態・ニーズに即した種々の実践・検討の推進）
・学び直しの推進（義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための学習機会の提供）

○経済社会の変化等への対応
・キャリア教育・職業教育の一層の推進（職業観・勤労観を確立するための取組推進）
・優れた才能や個性を伸ばす学習機会の提供（ハイレベルな学習機会や切磋琢磨する場の提供）
・グローバル人材の育成（豊かな語学力・コミュニケーション能力等を身に付けた人材の育成）
・ICT教育の推進（質の高い学びを実現するための効果的な授業の在り方の検討）
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（参考）高等学校教育部会 審議まとめ（平成２６年６月）より一部抜粋

○ 社会で自立し、社会に参画・貢献していく人材の育成を推進していく観点からは、
「確かな学力」を構成する「学力の三要素」とともに、特に、次の力を、「コア」を構
成する資質・能力の重要な柱として重視していくべきと考える。

・社会・職業への円滑な移行に必要な力

・市民性（市民社会に関する知識理解、社会の一員として参画し貢献する意識など）

○ さらに、「コア」を構成する資質・能力としては、これらの柱を更に具体化したもの
等として、以下のような資質・能力を挙げることができる。

・ 言語を活用して批判的に考える力、分かりやすく説明する力、議論する力
・ 新たな価値観や考え方を創り出す力やものづくり力などを含めた「創造力」
・ 多様な他者の考えや立場を理解する力や、相手の話を聴く力、コミュニケーション力

などを含めた「人間関係形成力」
・ 自ら課題に挑戦していく力などを含めた「主体的行動力」
・ 今後の自分自身の可能性を含めて自らを肯定的に理解するとともに、自らの思考や感

情を律し、今後の成長のために進んで学ぼうとする「自己理解・自己管理力」
・ 生徒が将来の進路を決定するために必要な｢勤労観・職業観｣、労働者としての権利・

義務の理解など社会的・職業的自立の上での基礎的・基本的な知識・技能
・ 社会の発展に寄与する意識・態度などの「公共心」
・ 社会奉仕の精神、他者への思いやり
・ 健康の保持増進のための実践力
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コアを構成する資質・能力 (イメージ)
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ア 基礎的・基本的な知識・技能

イ 基礎的・基本的な知識・技能
を活用して課題を解決する力
（思考力・判断力・表現力等）

ウ 主体的に学習に取り組む
意欲・態度

● 社会奉仕の精神、他者への思いやり

● 健康の保持増進のための実践力

社会・職業への円滑
な移行に必要な力

市 民 性

「職業観・勤労観」

批判的、合理的に考える力

説明する力、議論する力

「人間関係形成力」

「創造力、構想力」

「主体的行動力」

「自己理解・自己管理力」

社会的責任を担い得る倫理的能力

社会の一員として参画し貢献する意識・態度

B A以外のもの● 社会の発展に

寄与する態度を養うために

必要な「公共心」や「倫理観」

Ａ 筆記試験や実技試
験等による客観的な
評価の対象としやす
いもの

・
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３．高校教育の質の確保・向上に向けた具体的施策
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◆学習成果や教育活動の把握・検証
○達成度テスト（基礎レベル）（仮称）の導入（☆）
○幅広い資質・能力の多面的な評価

・技能試験等の活用推進
・様々な学習成果･活動歴の評価推進
（新たな評価手法の開発･普及､指導要録の見直し）
・育成すべき資質・能力を一層重視した高等学校の

教育課程の見直し

◆学校から社会・職業への円滑な移行推進
○社会を生きる上で必要な力を身に付ける

教育の推進
・学校全体での組織的な取組推進、

外部との連携・協働を行う職員の配置促進
・教育委員会等における中核人材の配置や

拠点校の整備推進
○実践的な職業教育の充実

・先進的な卓越した取組の推進・検証
・大学、専修学校等外部機関との連携促進
・専攻科における大学への編入学の制度化に

向けた検討
○総合学科における特色ある取組の推進

・特色ある教育方法の事例収集・普及、
魅力アピールのための取組推進

◆多様な生徒の学習形態や進路希望に対応した
教育活動の推進
○定時制・通信制等困難を抱える生徒等のための

支援・相談の充実
・学習支援や教育相談、外部との連携・協働を

行う職員の配置促進
・拠点校の整備推進

○高等学校段階における特別支援教育の推進
・研修の充実や指導体制の確保、

特別の教育課程編成の検討
○優れた才能や個性を有する生徒を支える取組推進

・高度な内容の授業を受ける機会拡大など
高大連携の推進

・厳格な成績評価の下での早期卒業制度の創設に
向けた検討

○ＩＣＴ等の活用による学びの機会充実
・全日制課程等での遠隔教育の実施に向けた検討

◆広域通信制課程の在り方の検討
・ガイドラインの作成・周知
・第三者機関による評価の仕組み創設

◆教員の資質向上と
学校の組織運営体制の改善充実
○指導力のある教員の育成
○学校の組織運営体制の改善・充実

中央教育審議会初等中等教育分科会高等学校教育部会
審議まとめ（平成２６年６月）概要③ ～高校教育の質の確保・向上に向けて～
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